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公立大学法人公立千歳科学技術大学の中期目標期間評価実施要領（案）

この要領は、千歳市公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）の公立大学法人公

立千歳科学技術大学（以下「法人」という。）の中期目標期間における業務の実績に関する評価（以

下「中期目標期間評価」という。）の実施に関し、「公立大学法人公立千歳科学技術大学の業務実

績評価方針」に基づき、必要な事項を定めるものとする。

１ 評価方法

中期目標期間評価は、法人が、中期目標の期間の業務の実績と自己評価を内容とする業務実

績報告書を評価委員会に提出し、評価委員会が、当該報告書及び法人への聴取等に基づき検証

を行うとともに、その結果を踏まえて、「項目別評価」及び「全体評価」を行い、業務実績評価

書を作成することにより実施する。

２ 法人による自己点検・評価

(１) 小項目別評価

－地方独立行政法人法第78条の２第１項第２号に定める評価－

法人は、中期計画の記載項目（小項目）及び指標ごとに、業務内容を明らかにするとと

もに、中期目標の期間の業務の実績を以下の４段階により自己評価する。

評価 定義

Ａ 中期計画の達成状況が良好である。

Ｂ 中期計画の達成状況がおおむね良好である。

Ｃ 中期計画の達成状況がやや不十分である。

Ｄ 中期計画の達成状況が著しく不十分であり、重大な改善事項がある。

(２) 大項目別評価

法人は、小項目別評価の結果を踏まえ、中期計画の次の事項（以下「大項目」という。）

ごとに、中期目標期間における中期計画の進捗状況又は実績について、記述式により自己

評価する。

① 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

② 地域社会等との連携・協力に関する目標を達成するための措置

③ 国際交流に関する目標を達成するための措置

④ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

⑤ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

⑥ 自己点検、評価及び情報公開に関する目標を達成するための措置

⑦ その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置

⑧ 中期目標期間において達成すべき数値的目標

⑨ 予算(人件費を含む)、収支計画及び資金計画
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⑩ 短期借入金の限度額

⑪ 出資等に係る不要財産の処分に関する計画

⑫ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

⑬ 剰余金の使途

⑭ 公立大学法人公立千歳科学技術大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則で定

める事項

(３) 全体評価

法人は、大項目別評価の結果を踏まえ、中期目標期間における業務実績の全体について、

記述式により総合的な自己評価を行う。

３ 評価委員会による評価

(１) 調査・分析（小項目別評価）

評価委員会は、法人から提出された業務実績報告書その他資料の確認や、法人への聴取

等により、法人による自己点検及び自己評価の妥当性の検証を行い、中期計画の実施状況

を調査・分析する。また、中期計画の記載項目（小項目）及び指標ごとに以下の４段階の

評価を行う。

評価 定義

Ａ 中期計画の達成状況が良好である。

Ｂ 中期計画の達成状況がおおむね良好である。

Ｃ 中期計画の達成状況がやや不十分である。

Ｄ 中期計画の達成状況が著しく不十分であり、重大な改善事項がある。

(２) 項目別評価

評価委員会は、調査・分析の結果を踏まえ、大項目ごとに中期目標及び中期計画の達成

状況に基づき、次の５段階により評価するとともに、その評価理由を明らかにする。

評価 定義 判断の目安

Ｓ

中期目標及び中期計画が特筆すべ

き達成状況である。

項目別評価におけるＡ評価の判断の目安

を満たし、かつ、中期計画の達成状況や

業務実績の内容に特筆すべき取組がある

と評価委員会が特に認める場合

Ａ

中期目標及び中期計画の達成状況

が良好である。

小項目別評価及び指標評価がすべてＡ又

はＢであり、かつ、Ａの割合がそれぞれ

９割以上
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Ｂ
中期目標及び中期計画の達成状況

がおおむね良好である。

小項目別評価及び指標評価のＡ又はＢの

割合がそれぞれ９割以上

Ｃ
中期目標及び中期計画の達成状況

がやや不十分である。

小項目別評価又は指標評価のＡ又はＢの

割合が９割未満

Ｄ

中期目標及び中期計画の達成状況

が著しく不十分であり、重大な改善

事項がある。

中期計画の達成状況に重大な改善事項が

あると、評価委員会が特に認める場合

(３) 全体評価

評価委員会は、項目別評価の結果を踏まえ、中期目標期間における業務実績の全体につ

いて、次の５段階により評価するとともに、記述式により総合的な評価を行う。また、必

要がある場合は、法人に対する業務運営の改善その他の勧告事項を記載する。

評価 定義

Ｓ 中期目標及び中期計画が特筆すべき達成状況である。

Ａ 中期目標及び中期計画の達成状況が良好である。

Ｂ 中期目標及び中期計画の達成状況がおおむね良好である。

Ｃ 中期目標及び中期計画の達成状況がやや不十分である。

Ｄ
中期目標及び中期計画の達成状況が著しく不十分であり、重大な改善事項が

ある。


